
政治不信？　
民主主義の当事者であることを
あきらめない、という
私たちの意思が問われている

　自民党の裏金問題で岸田首相は自ら政
倫審に出席したものの、政権の支持率は

「危険水域」といわれる2 割台にとどまっ
たまま。世論調査でも、政倫審での安
倍派議員の説明について「納得できない」
が全体で 8 割、自民党支持層でも無党
派層でも8割を占めている。一方でこうし
た自民党への批判は野党への支持にはつ
ながらず、無党派層が 5 割を超えている。
民主党政権が誕生した 09 年総選挙の直
前には民主党 36%、自民党 23%、無党
派 28%だった。大きく異なるのは、国民
の政治不信の高まりだ。
　裏金議員は口をそろえて「国民の政治
不信を招いた責任」と言う。しかしその
政治不信のおかげで投票率が 50%なら

（有権者の2人に1人しか投票しなけれ
ば）、『いくら何でもそれ通らないでしょ』
という彼らの「政治」（裏金政治とでもい
うべきか）が「信を得た」ことになる。そ
こからはさらに、「どうせ変わらない」と
いうあきらめが蔓延していく。
　いまや政治不信という怪物が、私たち
の民主主義を食い荒らしているかのよう
だ。言い換えれば、裏金問題は私たちの
民主主義の現在地を端的に表していると
いえるだろう。

　カネにまつわる政治スキャンダルは、ど
の国にもある。しかし今回の裏金問題は
特定の贈収賄事件というよりも、誰が何
のためにやったのかよくわからないまま、
300 名を超える自民党議員のうち100 名
近くが、いわばシステムとして裏金を受け
取っていたことだ。
　野口雅弘・成蹊大学教授は、こうした
状態をカネ持ち支配、プルートクラシーと
称して、こう指摘している。
　「プルートクラシーのもとでは、支持し
てくれる少数の人を相手に政治をすること
になる。多くの人が政治に関われなくな
る。一部の人たちが自分たちだけでゲー
ムをやっているとしか見えなくなったら、
国民は「なんのために投票するのか」と
感じるようになる。閉塞したカーストのな
かでカネがまわり、その中の人はまったく
おかしいと思っていない。外からみると
違和感が強くなっているが、それを届け
るルートがない。だからよけいにカースト
化、特権化、カネ持ち支配が進む」（毎
日3/22）。
　これは「政治とカネ」だけの問題では
ない。内閣府の社会意識調査で、「国の
政策に国民の考えや意識が反映されてい
るか」との質問に対して、「あまり反映さ
れていない」「ほとんど反映されていない」
を合わせた割合は、リクルート事件が発
覚した1988 年に 63.8%に増え、90 年代
後半以降は 7～8 割で推移しているとい
う。

　プルートクラシーのもとでのこうした政
治不信が積もり積もった結果、政治はど
うなっているか。
　自分たちが作ったルール（政治資金規
正法や納税など）を守ろうともしない人た
ちが、私たちの暮らしを左右する110 兆
円を超える予算を決定し、世論の多数が
賛成している選択的夫婦別姓や同性婚は
棚ざらしのままなのに、当事者や実務家
から強い懸念の声があがっている離婚後
共同親権は、世論が盛り上がる前に速攻
で通そうとし、武器輸出など安保政策の
重要な変更は国会の議論を回避して閣議
決定することが「当たり前」になっている。
　これが健全な民主主義といえるだろう
か。民主主義の当事者として、「自分の裏
金とか党の金の事をきちんと説明できな
い人がなんで国の予算を扱おうとしてるん
だろう？　そんな資格あるんですか？」（プ
チ鹿島さん　news23　3/4）というのは
当たり前だろう。
　「政治家は今のままが楽だ。この構造
を変える改革をしないというのなら「どう
いうつもりなんだ」と言っていかなければ
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ならない。・・・私たちが民主主義の当
事者であるためには、カースト化の傾向
には真剣にあらがうべきだ」（野口教授　
前出）。

　野中尚人・学習院大学教授は、自民党
の「裏政治」の裏返しが国会形骸化だと
指摘する。
　「（自民党は）党内で文書記録も録音も
残さずに、法的責任を問われない形で意
思決定をし、各政治家の利益を追求して
きた。この裏返しが国会の形骸化だ」「こ
の仕組みを変えるためには、やはり政権
交代が必要だ。政権を取られたら、うや
むやにしていた悪事も表沙汰になる。下
野の可能性があれば、与党ももう少し真
面目にものを考える」（毎日3/22）。
　そしてこう続ける。「（政権交代可能な2
大政党制など）「日本の政治文化では無
理」と失望する人もいるが、待ってほしい。
選挙制度以外にも考慮すべき点は多い。
時間が必要だし、やるべきことはいまだ
に山積している」「「国民のレベルに見合っ
た政治だ」と開き直っても仕方ない。国
民の意思が政治に反映されやすいメカニ
ズムを長期的にどう作るか。難しい道だ
が、政治家もメディアも国民も、決して諦
めてはいけない」（同前）。
　問われているのは、民主主義の当事者
であることをあきらめない、という私たち
の意思だ。

私たちの政治責任
私たちの政治活動の自由　
フォロワーシップの小さな一歩を

　そのために巨人の一歩ではなく、凡庸
な私たちの無数の小さな一歩から始めよ
う。
　例えば、3 月 23 日の朝日新聞「声」
欄から。
　「消去法で自民」はやめませんか
　選挙に関して、常々不思議に思ってい
ることがあります。それは、「野党がしっ
かりしていないので、消去法で自民党に
投票する」と考える人がいることです。
　確かに、今の野党はあまり頼りになら
ないかもしれません。しかし、そう言って
自民党にばかり投票していたら、彼らが
常に選挙で勝つことになります。その結
果として、現在の自民党の「暴走」を招
いているように思えます。

　自民党の立場で考えれば、「自分たち
は何をやっても選挙に勝つんだから、や
りたい放題だ」と思ってしまうかもしれま
せん。つまり、現在の状況を招いている
責任は、たとえ消去法だとしても自民党に
入れ続ける我々国民にもある、と言って
も過言ではないと私は考えます。
　有権者にできるのは、どこの党とは言
いませんが、次の選挙で自民党以外に投
票することです。根強い自民党ファンがい
るようなので、自民党は負けないかもしれ
ません。しかし、それが彼ら自民党に「真
面目に政治に向き合うこと」の大切さを
再認識させることになるのではないでしょ
うか。どうですか、皆さん。次の選挙で
試してみませんか。【引用終わり】

　「消去法で自民」とともに、「投票した
いところがない」し「どうせ変わらない」
から投票に行かないという有権者の「あ
きらめ」にも責任の一端があるというフォ
ロワーシップのせりあがりのなかから、民
主主義の当事者であることをあきらめな
い、という私たちの意思をつくりだしてい
こう。

　「私たちが責任を取るとは、対案路線
の追求や、「お灸を据える」ということに
とどまり得ない。自らの責任を拡張するこ
とに責任を取るような、かなり本気度の高
い政治行為である。そうでもしないかぎ
り、政治家の無責任は解消しない。政治
家は私たちにとって都合よく責任を取って
はくれない。無責任を問題にしたければ、
これほどの負担が私たちに生じるのだが、
はたしてその覚悟はあるだろうか」（鵜飼
健史　「政治責任」岩波新書）。
　「どうせ変わらない」というあきらめは
単なる無責任ではなく、じつはこうした〝責
任の重さ〟に薄々気づいているからこそ
かもしれない。一方で、気候危機や少子
化に象徴される社会の持続可能性の危機
が目の前の実生活の問題になっているな
かでは、その覚悟を自問している暇はな
いかもしれない。

　「幸か不幸か、その覚悟を自問してい
る暇はないかもしれない。いまは、権力
と責任に、私たちへの戻りがある程度は
想定できるかもしれない。しかし、その
戻りの量は年々少なくなってきているかも
しれない。それは選挙がなくなるという

意味（ではなく）・・・私たちに実質的な
選択の余地がなくなるという意味である。

（例えば、自治体消滅論が政策の前提と
して語られてきたなかでは、能登半島の
復旧の遅れは地理的条件の厳しさだけが
理由とはいえないだろう。それは「次の」
震災で私たちの〝いのちとくらし〟にも関
わる／編集部。）そうならないために、選
択の幅を広げるような選択をして、未来に
可能性をつなげるべきではないだろうか」

「政治家が信頼できず、私たちは無視され
ており、そして特定の支持母体に属して
いないので、だれにも気兼ねなく、自分
で責任を取ればよいのである。それでも
責任を取らないとすれば、無責任なのは
私たちの方だ」（鵜飼　前出）。
　自分の人生は自分がオーナーだという
自己決定権のためにも、民主主義の当事
者としての小さき責任を引き受けよう。

　また政治責任は、（責任者を追及して処
罰すれば終わりというような）一方的なも
のではなく、応答性や循環性が伴う。同
様に「政治活動の自由」も、国民の側か
らボールを投げることが必要だろう。
　「政治活動の自由ということで一番重要
なのは、国民にとっての政治活動の自由
とは何かという問いです。
　そこがなぜ失われてしまったのか。とく
に今の若い世代は政治活動と聞くと、な
にかヤバいことをしているのでは、となっ
てしまいがちです。今回の「政治とカネ」
の問題でも、週刊誌やワイドショーが誰
かを取り上げれば、それで鬼の首でも取っ
たようになっています。
　しかしそれは民主主義における私たち
の政治活動の自由ではありません。未来
にもつながらない。そうではなくて、私た
ち自身に政治活動の自由があるというとこ
ろから出発してこの問題を見る、今回のス
キャンダルをそうした意識改革につなげる
必要があるというのが、私の根本的な問
題意識です。
　その意味で大きな問題は、政党が何を
やっているのか、どこからカネを得て何に
使っているのかがまったくブラックボック
スで、選ぶ材料さえないところです。まず、
私たちが選ぶための材料を示してほしい
と。どんなお金の使い方をしているか、
それを公開してください、そうしたら私た
ちはちゃんと審判しますと。

16ページ中段へ続く



（16） 日　本　再　生 第５３９号

それを公開してください、そうしたら私た
ちはちゃんと審判しますと。
　それくらいのリテラシーは、私たちに
あると思います。それまであきらめるのは
よくないと思います。何も変えられないと
思っているかもしれませんが、私たちは
ちゃんと判断できる。そのための材料を
提示してほしいということです。それがで
きない政治家には退場していただくしか
ない。
　それが、私たちの政治活動の自由とい
うことです。

（3月19日。聞き手／戸田政康、石津美
知子。タイトル、小見出しとも文責は編集
部）

　それくらいのリテラシーは、私たちに
あると思います。それまであきらめるのは
よくないと思います。何も変えられないと
思っているかもしれませんが、私たちは
ちゃんと判断できる。そのための材料を
提示してほしいということです。それがで
きない政治家には退場していただくしか
ない。
　それが、私たちの政治活動の自由とい
うことです」（江藤祥平・一橋大学教授　
14―16面）。

ガザでの即時停戦を　
～私たちにもできることはある

　国連安保理は３月25日、ガザ地区で
の即時停戦を求める決議を採択した（議
長国は日本）。安保理でこれまで拒否権
を発動してきたアメリカが今回は棄権に
回ったため、イスラエルの侵攻開始以降
初めての安保理の停戦決議となった。
　またイスラエルに対してジェノサイド的
活動の停止を命じた国際司法裁判所は、
ガザ地区の人道状況が悪化し、飢饉が起
きているとして、イスラエルに対して食料
や水、医療品などの物資が住民に届けら
れるよう、あらゆる措置を講じるよう命じ
た。
　こうした国際機関の決定にはイスラエル
を従わせる強制力拘束力がないと言われ
るが、松尾陽・名古屋大学教授は「憲法
季評」（朝日デジタル　2/15）でこう述べ
ている（要旨）。
　国際司法裁判所の判断に従うことを強
制する組織が存在するわけではない。そ
の意味では国際法も憲法も、違法な行為
をしている権力者に対して自己抑制を要
求する（しかない）という困難な課題を抱
えている。しかし憲法や国際法が発展し
てきたのは、国際であれ国内であれ、人
びとが基本的権利の実現に向けて行動し
てきたからである。
　国際法や憲法を捉えるうえで、基本的
権利を実現しようとする人びとの態度や行
動を無視することはできない。「われわれ
がこうありたい」という主体的な思いが、
理念が書かれたに過ぎない文書に力を与
え、それらを法にする、と。

　パレスチナの人たちには同情するけれ
ど、日本で虐殺をやめろと言って何になる

のか、自分にできることは何もない、と
思う人は少なくないだろう。でも私たちに
もできること、やるべきことはある。
　国連安保理で、しかも日本が議長国と
して成立した停戦決議について、日本政
府にこれを遵守するよう、私たちは主権
者として要請すべきだ。それはこの決議
を遵守しないイスラエルを政治的、経済
的に罰することを意味する。現に国際司
法裁判所の決定を受け、オランダではイ
スラエルに対する武器輸出の停止を命じ
る判決が出され、カナダはイスラエルへ
の武器輸出を停止した。
　ところが日本では、防衛省がイスラエ
ル製の攻撃用ドローンの導入を検討して
いることが明らかになっている。国際司
法裁判所の決定を受けて、日本の企業が
イスラエル軍事企業との協力を終了したに
もかかわらず。ガザでの虐殺行為が続く
なかでイスラエルの軍事産業の筆頭格で
ある企業と手を組むことは、ジェノサイド
への加担を意味し、安保理決議に反する
ことにもなる。イスラエル製兵器の導入を
止めるよう政府に要求することは、民主
主義の当事者としての私たちの責任であ
り、憲法前文にうたわれている「自国のこ
とのみに専念して他国を無視してはならな
い」という責務でもあるはずだ。

　またガザ地区で飢餓の危機が迫るな
か、UNRWA（国連パレスチナ難民救済
事業機関）への拠出金の再開も急務だ。
すでに北欧諸国やカナダ、オーストラリ
アなどは拠出再開を決めている。日本政
府も再開を検討しているというが、一刻
も早く実現させなければならない。また
UNRWAをはじめ人道支援活動が着実に
行われるためにも、イスラエルに停戦決
議の順守を強く要求しなければならない。
　自由や民主主義、人道主義などは単な
るお題目、キレイゴトだと言われるかもし
れない。しかしその建前の下で曲がりな
りにも秩序が安定していなければ、平和
を享受することはできない日本のような国
こそ、こうした建前を率先して示すことが
必要ではないか。
　建前さえ失って力の支配がむき出しに
なった世界で踏みにじられるのは、私た
ちなのだから。理念にすぎない建前に力
を与えるのは、例えそれぞれは小さくても

「こうありたい」という私たちの主体的な
思いであり、行動なのだから。　　　 ■
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